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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも発光層を有する有機層を陽極と陰極とで狭持した有機ＥＬ素子を透光性の支持
基板上に形成してなる有機ＥＬ素子形成工程と、
　前記有機ＥＬ素子形成後に、前記陽極及び前記陰極からなる両電極間に通常駆動時に印
加する発光駆動電圧と逆駆動電圧のいずれよりも大きな絶対値を有する電圧を逆バイアス
方向に所定時間印加するストレス印加工程と、
　前記ストレス印加工程後に、前記陽極及び前記陰極からなる両電極間に逆バイアス電圧
を印加し、漏れ電流値を計測するリーク検査工程と、
前記リーク検査工程の計測結果に基づいて前記有機ＥＬ素子の連続駆動に伴う耐久性の良
否を判定する素子判定工程と、
　を少なくとも含み、
　前記素子判定工程は、前記漏れ電流値の絶対値が前記有機ＥＬ素子の耐久試験によって
得られた故障個所の前記漏れ電流値に基づいて定められる所定の規格値以下である場合は
前記有機ＥＬ素子が商品寿命に相当する所定の駆動時間内に故障が発生しない良品である
と判定することを特徴とする有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項２】
少なくとも発光層を有する有機層を陽極と陰極とで狭持した有機ＥＬ素子を透光性の支持
基板上に形成してなる有機ＥＬ素子形成工程と、
　前記有機ＥＬ素子形成工程後に、前記陽極及び前記陰極からなる両電極間に第１の逆バ
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イアス電圧を印加し、第１の漏れ電流値を計測する第１のリーク検査工程と、
　前記第１のリーク検査工程後に、前記第１のリーク検査工程により印加された前記第１
の逆バイアス電圧以上の第２の逆バイアス電圧を印加するストレス印加工程と、
　前記ストレス印加工程後に、前記第１の逆バイアス電圧と略同等な第３の逆バイアス電
圧を印加し、第２の漏れ電流値を計測する第２のリーク検査工程と、
　前記第１のリーク検査工程と前記第２のリーク検査工程との計測結果に基づいて前記有
機ＥＬ素子の連続駆動に伴う耐久性の良否を判定する素子判定工程と、
　を少なくとも含み、
前記素子判定工程は、前記第２の漏れ電流値から前記第１の漏れ電流値を減算して得られ
た減算値が前記有機ＥＬ素子の耐久試験によって得られた故障個所の前記減算値に基づい
て定められる所定の規格値以下である場合は、前記有機ＥＬ素子が商品寿命に相当する所
定の駆動時間内に故障が発生しない良品であると判定することを特徴とする有機ＥＬパネ
ルの製造方法。
【請求項３】
前記有機ＥＬ素子形成工程と前記第１のリーク検査工程との間に前記陽極及び前記陰極か
らなる両電極間に所定の逆バイアス電圧を印加して前記有機ＥＬ素子の欠陥部をオープン
破壊させるエージング処理工程を含むことを特徴とする請求項２に記載の有機ＥＬパネル
の製造方法。
【請求項４】
前記ストレス印加工程は、前記陽極及び前記陰極からなる両電極間に所定の逆バイアス電
圧を印加して前記有機ＥＬ素子の欠陥部をオープン破壊させるエージング処理工程を兼ね
ることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の有機ＥＬパネルの製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも発光層を有する有機層を陽極と陰極とで挟持した有機ＥＬ素子を
、透光性の支持基板上に配設してなる有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）パネルの製
造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、有機ＥＬパネルとしては、ガラス材料からなる透光性基板上に、ＩＴＯ（indium
 tin oxide）等によって陽極となる透明電極と、正孔注入層，正孔輸送層，発光層及び電
子輸送層からなる有機層と、陰極となるアルミニウム（Al）等の非透光性の背面電極とを
順次積層して積層体である有機ＥＬ素子を形成し、この積層体を覆うガラス材料からなる
封止部材を透光性基板上に配設してなるものが知られている。このような有機ＥＬパネル
は、例えば特許文献１に開示されている。
【０００３】
　かかる有機ＥＬパネルの製造工程において、蒸着法もしくはスパッタリング法等によっ
て前記各電極及び前記各層を形成する場合の真空槽内に、サブミクロン（数μｍ以下）単
位の塵やゴミ等の異物が混入することがあり、この混入を防ぐことは実質上無理である。
従って、前記透明電極形成後に、前記透明電極上に前記異物が付着し、この異物が付着し
た状態にて前記有機層を形成すると、膜厚が１０ｎｍ～１００ｎｍと非常に薄い前記有機
層が部分的に更に薄くなってしまう個所（以下、欠陥部と記す）が発生し、この欠陥部を
有する有機層上に前記背面電極を堆積させると、前記透明電極と前記背面電極とが短絡し
たり、あるいはリークが生じる恐れがあり、発光部である前記有機層が発光しなくなるこ
とから有機ＥＬパネルの歩留まりが低下してしまうといった問題点を有していた。
【０００４】
　このような問題点を解決するものとして、本願出願人は、特許文献２に開示されている
有機ＥＬパネルの製造方法を提案している。この製造方法としては、陽極と陰極との間に
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少なくとも発光層を含む有機層を挟んでなる有機ＥＬ素子を形成する有機ＥＬ素子形成工
程と、前記有機ＥＬ素子における前記陽極と前記陰極との両電極間に逆バイアス電圧を印
加するエージング処理を行って前記有機ＥＬ素子の欠陥部をオープン破壊させ、短絡及び
リークを防止するエージング処理工程とを備えるものである。
【特許文献１】特開２００１－２６７０６６号公報
【特許文献２】特開２００３－２８２２４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前述したエージング処理工程を含む製造工程であっても、長期的な製品
駆動に伴う前記欠陥部の成長による故障、あるいはエージング処理で付与されるストレス
に伴う潜在故障点の所定の加速試験による故障の点で、改善の余地があった。
【０００６】
　本発明の前述した問題点に着目し、欠陥部の成長による故障及びエージング処理で付与
されるストレスに伴う潜在故障点の所定の加速試験による故障を未然に防ぐことが可能で
あり、また電極間の短絡やリークの発生を抑制し、有機ＥＬパネルの歩留まりを向上させ
ることが可能な有機ＥＬパネルの製造方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、前述した課題を解決するため、少なくとも発光層を有する有機層を陽極と陰
極とで狭持した有機ＥＬ素子を透光性の支持基板上に形成してなる有機ＥＬ素子形成工程
と、
　前記有機ＥＬ素子形成後に、前記陽極及び前記陰極からなる両電極間に通常駆動時に印
加する発光駆動電圧と逆駆動電圧のいずれよりも大きな絶対値を有する電圧を逆バイアス
方向に所定時間印加するストレス印加工程と、
　前記ストレス印加工程後に、前記陽極及び前記陰極からなる両電極間に逆バイアス電圧
を印加し、漏れ電流値を計測するリーク検査工程と、
前記リーク検査工程の計測結果に基づいて前記有機ＥＬ素子の連続駆動に伴う耐久性の良
否を判定する素子判定工程と、
　を少なくとも含み、
　前記素子判定工程は、前記漏れ電流値の絶対値が前記有機ＥＬ素子の耐久試験によって
得られた故障個所の前記漏れ電流値に基づいて定められる所定の規格値以下である場合は
前記有機ＥＬ素子が商品寿命に相当する所定の駆動時間内に故障が発生しない良品である
と判定するものである。
【００１０】
　本発明は、前述した課題を解決するため、少なくとも発光層を有する有機層を陽極と陰
極とで狭持した有機ＥＬ素子を透光性の支持基板上に形成してなる有機ＥＬ素子形成工程
と、
　前記有機ＥＬ素子形成工程後に、前記陽極及び前記陰極からなる両電極間に第１の逆バ
イアス電圧を印加し、第１の漏れ電流値を計測する第１のリーク検査工程と、
　前記第１のリーク検査工程後に、前記第１のリーク検査工程により印加された前記第１
の逆バイアス電圧以上の第２の逆バイアス電圧を印加するストレス印加工程と、
　前記ストレス印加工程後に、前記第１の逆バイアス電圧と略同等な第３の逆バイアス電
圧を印加し、第２の漏れ電流値を計測する第２のリーク検査工程と、
　前記第１のリーク検査工程と前記第２のリーク検査工程との計測結果に基づいて前記有
機ＥＬ素子の連続駆動に伴う耐久性の良否を判定する素子判定工程と、
　を少なくとも含み、
前記素子判定工程は、前記第２の漏れ電流値から前記第１の漏れ電流値を減算して得られ
た減算値が前記有機ＥＬ素子の耐久試験によって得られた故障個所の前記減算値に基づい
て定められる所定の規格値以下である場合は、前記有機ＥＬ素子が商品寿命に相当する所
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定の駆動時間内に故障が発生しない良品であると判定するものである。
 
【００１１】
　また、前記有機ＥＬ素子形成工程と前記第１のリーク検査工程との間に前記陽極及び前
記陰極からなる両電極間に所定の逆バイアス電圧を印加して前記有機ＥＬ素子の欠陥部を
オープン破壊させるエージング処理工程を含むものである。
【００１２】
　また、前記ストレス印加工程は、前記陽極及び前記陰極からなる両電極間に所定の逆バ
イアス電圧を印加して前記有機ＥＬ素子の欠陥部をオープン破壊させるエージング処理工
程を兼ねるものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は、少なくとも発光層を有する有機層を陽極と陰極とで挟持した有機ＥＬ素子を
、透光性の支持基板上に配設してなる有機ＥＬパネルの製造方法に関し、欠陥部の成長に
よる故障及びエージング処理で付与されるストレスに伴う潜在故障点の所定の加速試験に
よる故障を抑制することが可能であり、また両電極間における短絡及びリークの発生を抑
制することが可能となり、有機ＥＬパネルの歩留まりを向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、添付図面に基づいて本発明の実施形態を説明する。
【００１６】
　図１及び図２において、有機ＥＬパネル１は、ガラス基板（支持基板）２と、透明電極
（陽極）３，絶縁層４，有機層５及び背面電極（陰極）６を順次積層形成してなる積層体
である有機ＥＬ素子７を封止キャップ８によって覆ってなる。
【００１７】
　ガラス基板２は、長方形形状からなる透光性の支持基板である。
【００１８】
　透明電極３は、ガラス基板２上にＩＴＯ等の導電性材料によって構成され、日の字型の
表示セグメント部３ａと、個々のセグメントからそれぞれ引き出し形成されたリード部３
ｂと、リード部３ｂの終端部に設けられる電極部３ｃとを備えている。尚、電極部３ｃは
、ガラス基板２の一辺に集中的に配設されている。
【００１９】
　絶縁層４は、ポリイミド系等の絶縁材料からなり、表示セグメント部３ａに対応した窓
部４ａと、背面電極６の後述する電極部に対応する切り欠き部４ｂとを有し、発光領域の
輪郭を鮮明に表示するため、透明電極３の表示セグメント部３ａの周縁部と若干重なるよ
うに窓部４ａが形成され、また、透明電極３と背面電極６との絶縁を確保するためにリー
ド部３ｂ上を覆うように配設される。
【００２０】
　有機層５は、少なくとも発光層を有するものであれば良いが、本発明の実施の形態にお
いては正孔注入層，正孔輸送層，発光層及び電子輸送層を順次積層形成してなるものであ
る。有機層５は、絶縁層４における窓部４ａの形成箇所に対応するように所定の大きさを
もって配設される。
【００２１】
　背面電極６は、アルミ（Al）やアルミリチウム（Al-Li），マグネシウム銀（Mg-Ag）等
の金属性の導電性材料から構成され、有機層５上に配設される。背面電極６は、透明電極
３における各電極部３ｃが形成されるガラス基板２の一辺に設けられるリード部６ａと電
気的に接続される。尚、リード部６ａの終端部には、電極部（引き出し部）６ｂが設けら
れ、リード部６ａ及び電極部６ｂは透明電極３と同材料により形成される。
【００２２】
　以上のように、ガラス基板２上に透明電極３と絶縁層４と有機層５と背面電極６とを順
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次積層して有機ＥＬ素子７が構成される。
【００２３】
　封止キャップ８は、有機ＥＬ素子７を収納するための凹部形状の収納部８ａと、収納部
８ａを取り巻くように形成され、ガラス基板とＵＶ硬化型接着剤９を介して接合するため
の接合部８ｂとを有している。封止キャップ８は、透明電極３の電極部３ｂ及び背面電極
６の電極部６ａが露出するようにガラス基板２よりも若干小さ目に構成されている。
【００２４】
　以上の各部によってセグメント表示式の有機ＥＬパネル１が構成される。
【００２５】
　以上のようにして得られた有機ＥＬパネル１の電極部３ｃ，６ｂに、少なくともドライ
バ部，電源部及び制御部からなる駆動回路（図示しない）を電気的に接続する。そして前
記駆動回路により、少なくとも順方向（有機ＥＬ素子７をダイオード成分とした場合に、
背面電極６をマイナス電位とし、透明電極３をプラス電位とした方向）の発光駆動電圧成
分を有する所定の駆動波形を発生し、有機ＥＬパネル１に印加することで有機ＥＬパネル
１での表示が得られる。
【００２６】
　また、前記発光駆動電圧成分としては、定電圧、または定電流が挙げられるが、有機Ｅ
Ｌパネル１の輝度安定性と発光寿命の確保をする上では定電流であることが望ましい。
【００２７】
　また、前記駆動波形は、前記発光駆動電圧成分以外にグランド電圧（０V）成分や逆電
圧成分などの異なる電圧成分を含むこともある。前記グランド電圧成分あるいは前記逆電
圧成分は、駆動方式に係る制御の制約により含まれる場合もあるし、表示品位を向上させ
たり輝度減衰を抑制させたり、製品駆動中に透明電極３と背面電極６との間の電気的短絡
として発生する欠陥部（後述する）を修復する目的で含まれる場合もある。
【００２８】
　また、前記駆動波形は、有機ＥＬパネル１の表示意匠（寸法、セグメントまたはドット
数、色、輝度）あるいは駆動方式（直流点灯、単純マトリクス駆動、アクティブマトリク
ス駆動など）の選択によって決定される。
【００２９】
　次に、図３から図５を用いて本発明の第１の実施形態における有機ＥＬパネル１の製造
方法を説明する。
【００３０】
　先ず、素子形成工程（有機ＥＬ素子形成工程）Ｓ１にて、蒸着及びエッチング処理を適
宜行うことで、ガラス基板２上に透明電極３，絶縁層４，有機層５及び背面電極６を順次
積層形成し、所定の発光形状の有機ＥＬ素子７を得る。尚、図４は、有機ＥＬ素子７の部
分拡大断面図であり、有機ＥＬ素子７の形成工程において、透明電極３の形成工程後に、
透明電極３上に異物１１が付着し、この状態にて絶縁層４，有機層５及び背面電極６が順
次積層された状態を示している。
【００３１】
　そして、素子形成工程Ｓ１後に、パネル化工程Ｓ２にて、所定の酸素濃度を有する窒素
雰囲気中にて、ガラス基板２上に封止ガラス８をＵＶ硬化型接着剤９を介し配設し、ＵＶ
を照射することによって有機ＥＬ素子７を気密的に封止し、有機ＥＬパネル１を得る。
【００３２】
　次に、エージング処理工程Ｓ３にて、異物１１が付着した状態の有機ＥＬ素子７を有す
る有機ＥＬパネル１の透明電極３と背面電極６との各電極部３ｃ，６ｂに電源装置Ｐを接
続し、両電極３，６間に、製品の駆動時に印加する発光駆動電圧（例えば、５Ｖ）を順方
向（有機ＥＬ素子７をダイオード成分とした場合に、背面電極６をマイナス電位とし、透
明電極３をプラス電位とした方向）に所定時間印加し、その後に、製品の駆動時に印加す
る発光駆動電圧と逆駆動電圧のいづれよりも大きな絶対値を有する修復電圧（例えば－２
５Ｖ）を逆バイアス方向（有機ＥＬ素子７をダイオード成分とした場合に、背面電極６を
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プラス電位とし、透明電極３をマイナス電位とする方向）に所定時間印加し（逆バイアス
電圧）、有機層５が部分的に薄くなった箇所（丸印にて示されている部分）である有機Ｅ
Ｌ素子７の欠陥部１２をオープン破壊させ、短絡及びリークを防止する。尚、図５は、エ
ージング処理工程Ｓ３にて欠陥部１２をオープン破壊した状態を示す図である。
【００３３】
　次に、第１のリーク検査工程Ｓ４にて、第１の逆バイアス電圧（例えば－１５Ｖ）を有
機ＥＬ素子７の各電極部３ｃ，６ｂに電源装置Ｐから印加し、その際の有機ＥＬ素子７の
第１の漏れ電流（漏れ電流）Ｉ１を計測する。尚、第１の漏れ電流値Ｉ１の計測は、常温
雰囲気中にて行われ、セグメント表示部３ａ単位、セグメント表示部３ａ全体となるパネ
ル単位、あるいは予め定められた複数のセグメント単位等、任意に設定し計測することが
可能である。
【００３４】
　前記第１の逆バイアス電圧の値は、有機ＥＬパネルの漏れ電流を検出するに十分な最低
限の値とすることが望ましい。逆バイアス値を大きくすることで漏れ電流の値は大きくな
るので検査は容易となるが、検査中の漏れ電流による不良部の進行・拡大も加速されるか
らである。
【００３５】
　次に、ストレス印加工程Ｓ５にて、有機ＥＬパネル１の通常の駆動条件よりも厳しいス
トレス電圧（例えば、－２０Ｖ）にて有機ＥＬ素子７を所定時間、所定温度下で駆動する
。
【００３６】
　前記ストレス電圧の値は、後述するデルタ値を検出するに十分であり、かつ有機ＥＬ素
子７の絶縁破壊などの不良を生じない範囲とする必要がある。また、生産性の見地から短
時間、かつ常温下の駆動であることが好ましい。第１のリーク検査工程Ｓ４、ストレス印
加工程Ｓ５、第２のリーク検査工程Ｓ６を連続して同一の装置にて実施することが高い生
産性を得る手法のひとつである。
【００３７】
　次に、第２のリーク検査工程Ｓ６にて、第１のリーク検査工程Ｓ３と略同様な条件、即
ち有機ＥＬパネル１の通常の駆動電圧と略同等な逆バイアス電圧（第２の逆バイアス電圧
）を有機ＥＬ素子７の各電極部３ｃ，６ｂに電源装置Ｐから印加し、その際の有機ＥＬ素
子７の第１の漏れ電流Ｉ２の計測と同等の計測内容によって第２の漏れ電流（漏れ電流）
Ｉ２を計測する。尚、第２の漏れ電流値の計測は、常温雰囲気中にて行われる。
【００３８】
　第１のリーク検査工程Ｓ４及び第２のリーク検査工程Ｓ６の検出において配慮すべき要
素として以下に示す（１）～（４）が挙げられる。
【００３９】
　（１） 電流の検出精度：リーク検査に要求される電流検出精度は、一括で計測する面
積や配線抵抗、有機層５の構成等により変化する。発明者らの知見によれば、計測値とし
て得られるリーク電流値は高々数ｎＡである。電流検出精度は、好ましくは１ｎＡ、より
好ましくは０．２ｎＡの精度を有することが好ましい。
　（２） 検出時のパネル温度：有機半導体からなる有機ＥＬパネル１のリーク電流は、
大きな温度依存性を有する。検出時の温度が上昇するとリーク電流値も増大する傾向を示
す。検査工程におけるパネルの温度は、好ましくは±５℃で管理する必要がある。
　（３）検出時の遮光：有機半導体からなる有機ＥＬパネル１は、外部から可視または紫
外光が入射することで所謂光電効果により素子内に起電力が生じ光電流が発生する。発明
者らの知見によれば、通常の作業環境（例えば、蛍光灯下５００LUX）での前記光電流は
、検出すべきリーク電流の値に対して無視できない大きさである。検出工程におけるリー
ク検査は、遮光環境にて実施する必要がある。
　（４）検出の時定数：有機ＥＬ素子７を構成する透明電極３，有機層５及び背面電極６
は、逆バイアス下において、コンデンサと抵抗の並列回路と見做されるし、また検査回路
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も有限の回路定数を有する。このため第１，第２の逆バイアス印加開始直後には、コンデ
ンサ成分の充放電が容量―抵抗（CR）時定数で観測される。発明者らの知見によれば、充
放電電流は検出すべきリーク電流に対して十分大きい。実際の計測に際しては、逆バイア
スの印加開始から電流計測開始までの間に一定の待機時間を設けて前記充放電電流が、検
出すべきリーク電流に対して十分小さくなってから電流計測するなどの配慮が必要となる
。
【００４０】
　次に、素子判定工程Ｓ７にて、第１，第２のリーク検査工程Ｓ４，Ｓ６により求められ
た第１，第２の漏れ電流Ｉ１，Ｉ２を用いて、有機ＥＬ素子７の良否を判定する。素子判
定工程Ｓ６は、有機ＥＬパネル１（有機ＥＬ素子７）の冷熱サイクルや高温駆動等の耐久
試験によって得られた故障個所の第１，第２の漏れ電流値Ｉ１，Ｉ２の差（以下、デルタ
値という）に基づいて所定の規格値（デルタ値の規格値）Ｘ１が定められ、この規格値Ｘ
１と、第２の漏れ電流値Ｉ２から第１の漏れ電流値Ｉ１を減算した減算値との比較結果に
基づいて、有機ＥＬ素子７の良否（有機ＥＬパネルの良否）が決定される。尚、規格値Ｘ
１は、機種依存性を有するために有機ＥＬパネル１の機種に応じて設定することが望まし
い。
【００４１】
　即ち、素子判定工程Ｓ６は、第２のリーク検査工程Ｓ６で得られた第２の漏れ電流値Ｉ
２から第１のリーク検査工程Ｓ４で得られた第１の漏れ電流値Ｉ１を減算し（Ｉ２－Ｉ１
）、この減算値の結果が規格値Ｘ１以下である場合（式（１）参照）、有機ＥＬ素子７に
おいて、欠陥部の成長による故障及びエージング処理で付与されるストレスに伴う潜在故
障点の所定の加速試験による故障が、所定の連続駆動時間内（例えば、５０００時間～１
００００時間）において発生しないとする良品であると判定し、有機ＥＬパネル１を駆動
回路（図示しない）と接続するモジュール組立工程等の後工程に流すものであり、また前
記減算値の結果が規格値Ｘ１を上回る場合（式（２）参照）、有機ＥＬ素子７において、
前記故障が所定の連続駆動時間内において発生する可能性が大きい不良品として判定する
工程である。
　規格値Ｘ１≧Ｉ２－Ｉ１・・・（１）
　規格値Ｘ１＜Ｉ２－Ｉ１・・・（２）
【００４２】
　かかる有機ＥＬパネル１の製造方法は、エージング処理工程Ｓ２後において、第１のリ
ーク検査工程Ｓ３によって第１の漏れ電流Ｉ１を計測し、ストレス印加工程Ｓ４にて所定
のストレス（逆バイアス電圧の印加）を付与した後に、第２のリーク検査工程Ｓ５によっ
て第１のリーク検査工程Ｓ３と同様に第２の漏れ電流Ｉ２を計測し、その後工程にて第２
の漏れ電流Ｉ２と第１の漏れ電流Ｉ１との差と、前記耐久試験にって得られた所定の規格
値Ｘ１とを比較し、この比較結果によって、有機ＥＬ素子７における連続駆動に伴う耐久
性の良否を判断することで、有機ＥＬパネル１の商品寿命（連続駆動）を確保できること
を見出したことに特徴を有するものである。
【００４３】
　従って、有機ＥＬパネル１の製造方法に、第１のリーク検査工程Ｓ４，ストレス印加工
程Ｓ５，第２のリーク検査工程Ｓ６及び素子判定工程Ｓ７を含むようにすることで、有機
ＥＬ素子７における欠陥部１２の成長による故障及びエージング処理で付与されるストレ
スに伴う潜在故障点の所定の加速試験による故障の発生の恐れがある有機ＥＬパネル１の
市場への流出を未然に防ぐことができるようになる。
【００４４】
　次に、図６を用いて本発明の第２の実施形態について説明するが、前述した第１の実施
形態と同様もしく相当個所には同一符号を付してその詳細な説明は省く。
【００４５】
　第２の実施形態における有機ＥＬパネル１の製造方法が第１の実施形態における有機Ｅ
Ｌパネル１の製造方法に比べ異なる点は、パネル化工程Ｓ２後のエージング処理工程Ｓ３
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を設けず、第１のリーク検査工程Ｓ４後に行うストレス印加工程Ｓ１０にてエージング処
理工程を兼ねる点にある。
【００４６】
　ストレス印加工程Ｓ１０は、異物１１が付着した状態の有機ＥＬ素子７を有する有機Ｅ
Ｌパネル１の透明電極３と背面電極６との各電極部３ｃ，６ｂに電源装置Ｐを接続し、両
電極３，６間に、製品の駆動時に印加する発光駆動電圧を順方向に所定時間印加し、その
後に、製品の駆動時に印加する発光駆動電圧と逆駆動電圧のいづれよりも大きな絶対値を
有する修復電圧を逆バイアス方向に所定時間印加し、有機層５が部分的に薄くなった箇所
である有機ＥＬ素子７の欠陥部１２をオープン破壊させるエージング処理を行うことによ
ってストレス印加工程とするものである。
【００４７】
　従って、ストレス印加工程Ｓ１０において、エージング処理とストレス印加を兼ねるよ
うにすることで、素子判定工程Ｓ１１における規格値Ｘ２は、前述の第１の実施形態にお
ける規格値Ｘ１とは異なるものとなるが、有機ＥＬ素子７の良否判定を行う素子判定工程
Ｓ１１については、前述した素子判定工程Ｓ７と同様である。
【００４８】
　かかる第２の実施形態における有機ＥＬパネル１の製造方法は、ストレス印加工程Ｓ１
０において、ストレス印加とエージング処理とを兼ねることによって、製造工程を簡素化
することができるとともに、有機ＥＬ素子７における欠陥部１２の成長による故障及びエ
ージング処理で付与されるストレスに伴う潜在故障点の所定の加速試験による故障の発生
の恐れがある有機ＥＬパネル１の市場への投入を未然に防ぐことができるようになる。
【００４９】
　次に、図７を用いて本発明の第３の実施形態について説明するが、前述した第１，第２
の実施形態と同様もしく相当個所には同一符号を付してその詳細な説明は省く。
【００５０】
　第３の実施形態における有機ＥＬパネル１の製造方法は、第２の実施形態における有機
ＥＬパネル１の製造方法と同様にパネル化工程Ｓ２後のエージング処理工程Ｓ３を設けず
、ストレス印加工程Ｓ１２にてエージング処理工程を兼ねるとともに、リーク検査工程Ｓ
１３を１工程とし、このリーク検査工程Ｓ１３にて得られる漏れ電流値に基づいて有機Ｅ
Ｌパネル１の良否を判定することに特徴を有するものである。
【００５１】
　ストレス印加工程Ｓ１２は、パネル化工程Ｓ２後に、第２の実施形態と同様に、異物１
１が付着した状態の有機ＥＬ素子７を有する有機ＥＬパネル１の透明電極３と背面電極６
との各電極部３ｃ，６ｂに電源装置Ｐを接続し、両電極３，６間に、製品の駆動時に印加
する発光駆動電圧を順方向に所定時間印加し、その後に、製品の駆動時に印加する発光駆
動電圧と逆駆動電圧のいづれよりも大きな絶対値を有する修復電圧を逆バイアス方向に所
定時間印加し、有機層５が部分的に薄くなった箇所である有機ＥＬ素子７の欠陥部１２を
オープン破壊させるエージング処理を行うことによってストレス印加工程とするものであ
る。
【００５２】
　また、リーク検査工程Ｓ１３は、ストレス印加工程Ｓ１２後に、前述の第１，第２の実
施形態における第１，第２のリーク検査工程Ｓ４，Ｓ６と同様に漏れ電流Ｉ３を検出する
。そして、素子判定工程Ｓ１４にて、リーク検査工程Ｓ１３にて得られた漏れ電流Ｉ３の
絶対値Ｙと、有機ＥＬパネル１における冷熱サイクルや高温駆動等の耐久試験によって得
られた故障個所の漏れ電流値に基づいて定められる所定の規格値Ｘ３とを比較し、絶対値
Ｙが規格値Ｘ３以下の場合（式（３）参照）、有機ＥＬ素子７において、欠陥部１２の成
長による故障及びエージング処理で付与されるストレスに伴う潜在故障点の所定の加速試
験による故障が、所定の連続駆動時間内において発生しないとする良品であると判定し、
有機ＥＬパネル１を駆動回路（図示しない）と接続するモジュール組立工程等の後工程に
流すものであり、また前記比較結果が規格値Ｘ３を上回る場合（式（４）参照）には、有
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機ＥＬ素子７において、前記故障が所定の連続駆動時間内において発生する可能性が大き
い不良品として判定するものである。
　規格値Ｘ３≦絶対値Ｙ・・・（３）
　規格値Ｘ３＜絶対値Ｙ・・・（４）
【００５３】
　かかる第３の実施形態における有機ＥＬパネル１の製造方法は、ストレス印加工程Ｓ１
２において、ストレス印加とエージング処理とを兼ねるとともに、このストレス印加工程
Ｓ１２後に１工程からなるリーク検査工程Ｓ１３と、このリーク検査工程Ｓ１３により得
られた計測結果に基づいて素子判定工程Ｓ１４にて有機ＥＬパネル１の良否を判定するこ
とから、製造工程を第１，第２の実施形態における有機ＥＬパネル１の製造工程に比べ更
に簡素化することができるとともに、有機ＥＬ素子７における欠陥部１２の成長による故
障及びエージング処理で付与されるストレスに伴う潜在故障点の所定の加速試験による故
障の発生の恐れがある有機ＥＬパネル１の市場への投入を未然に防ぐことができるように
なる。
【００５４】
　尚、本発明の各実施形態では、セグメント表示式の有機ＥＬパネル１を例に挙げて説明
したが、本発明は、少なくとも一方が透光性の第１，第２電極ラインをそれぞれ複数備え
、前記各電極ラインを交差する状態で配設するとともに、前記各電極ライン間に少なくと
も発光層を含む有機層を挟持してドットマトリクス状の有機ＥＬ素子（発光部）を透光性
基板上に構成する有機ＥＬパネルの製造方法に適用しても良い。また、ドットマトリクス
型の有機ＥＬ素子を備えた有機ＥＬパネルにおいて、漏れ電流を計測する場合にあっては
、ドット単位、走査ライン毎、あるいは表示エリア毎等の何れであっても良い。
【００５５】
　また、本発明の各実施形態では、ストレス印加工程，リーク検査工程及び素子判定工程
からなる一連の判定工程を経て有機ＥＬパネル１の良否を判定するものであったが、この
判定工程を繰り返し行うものであっても良い。また、不良品と判定された有機ＥＬパネル
１を再度、前記判定工程に投入することで再判定を行うことができ、この再判定の結果と
して良品の有機ＥＬパネル１が得られることで、製造工程の歩留まりを向上させることが
できる。
【００５６】
　また、前述した各実施形態では、パネル化工程Ｓ２後に一連の前記判定工程を設けるよ
うにしたが、素子形成工程Ｓ１後に前記判定工程を設け、前記判定工程後にパネル化工程
Ｓ２を設けるようにしても良く、本発明の前記判定工程は、素子形成工程Ｓ１以降であれ
は良い。
【００５７】
　また、前述した各実施形態では、規格値と漏れ電流値を比較し、漏れ電流値が規格値以
下であった際に良品として扱うものであったが、例えば、規格値と漏れ電流値とを比較し
、漏れ電流値が規格値未満とすることによって、素子判定工程における判定条件をより厳
しいもものとすることが可能であり、有機ＥＬパネルの歩留まりの関係で前記判定条件を
設定することが望ましい。
【００５８】
　また、前述した第２，第３の実施形態では、ストレス印加工程Ｓ１０，Ｓ１２において
、第１の実施形態におけるエージング処理工程を用いてストレス印加工程としたが、本発
明にあっては、前述したエージング処理工程の換わりに第１の実施形態で述べたストレス
印加工程Ｓ５と同等の条件によって第２，第３の実施形態におけるストレス印加工程Ｓ１
０，Ｓ１２を処理するものであっても良く、本発明の有機ＥＬパネルの製造方法にあって
は、必ずしもエージング処理工程を必要とするものではない。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の実施形態の有機ＥＬパネルを示す斜視図である。
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【図２】同上実施形態の有機ＥＬパネルの部分断面図である。
【図３】本発明の第１の実施形態の有機ＥＬパネルの製造工程を示す図である。
【図４】同上実施形態の有機ＥＬパネルの異物が付着した状態を示す要部拡大断面図であ
る。
【図５】同上実施形態の有機ＥＬパネルの異物が取れた状態を示す要部拡大断面図である
。
【図６】本発明の第２の実施形態の有機ＥＬパネルの製造工程を示す図である。
【図７】本発明の第３の実施形態の有機ＥＬパネルの製造工程を示す図である。
【符号の説明】
【００６０】
　１　有機ＥＬパネル
　２　ガラス基板（支持基板）
　３　透明電極（陽極）
　５　有機層
　６　背面電極（陰極）
　７　有機ＥＬ素子
１１　異物
１２　欠陥部
Ｓ１　素子形成工程（有機ＥＬ素子形成工程）
Ｓ３　エージング処理工程
Ｓ４　第１のリーク検査工程
Ｓ５，Ｓ１０，Ｓ１２　ストレス印加工程
Ｓ６　第２のリーク検査工程
Ｓ７，Ｓ１１，Ｓ１４　素子判定工程
　Ｐ　電源装置
【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】
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